
美波町医療保健センター地域交流ステーション指定管理者募集要項 

 

1. 趣旨 

本募集は、美波町医療保健センター（以下「センター」という。）１階「地域交流ステー

ション」の管理運営を行う指定管理者を公募するものである。 

公の施設の管理に民間のノウハウを活用し、住民サービスの向上と経費の縮減を図るとと

もに、センターの設置目的である「町民の健康保持と安心できる暮らしの確保及びふれあい

と交流による生きがいづくり」 に寄与する意欲ある法人等を募集する。 

 

2. 施設の概要 

（１）名称 

  美波町医療保健センター 地域交流ステーション（みなみらいスクエア） 

（２）所在地 

徳島県海部郡美波町奥河内字井ノ上１３番地２ 

（３）指定管理の対象となる施設 

  喫茶スペース（47.6 ㎡）および共用部分（ピロティ等）の一部 

※別添 施設平面図参照 

 

3. 指定予定期間 

令和８年７月１日から令和１１年３月３１日まで（２年９か月間） 

※ ６月議会での議決を経て指定を行うため、７月１日を開始日とする。  

※ 指定期間開始前の準備行為については、仮協定に基づき実施するものとする。 

※ 事業実績が良好な場合、再度の指定に向けた協議を行うことができる。 

 

4. 業務の範囲 

指定管理者は、条例第８条に規定する業務及び協定書に定める以下の業務を行うものとす

る。 

（１）管理業務（基本業務） 

・施設及び設備の維持管理に関する業務（日常清掃、設備点検・維持等） 

・利用料金の収受に関する業務 

（２）必須提案事業（公益事業） 

条例の目的を達成するため、以下の事業を自主事業として実施すること。 

・子どもの居場所づくり: 放課後や休日に、児童・生徒が安心して過ごせる学習スペー

ス等の提供および見守りを行うこと。 

・多世代交流: 高齢者、子育て世代、若者など、誰もが気軽に立ち寄り交流できる環境

づくりを行うこと。 

 

 



（３）自由提案事業（収益事業） 

施設の賑わい創出と指定管理者の安定経営のため、以下の収益事業を実施することがで

きる。 

・カフェ、軽食、物販等の営業 

※ 収益事業の実施にあたっては、保健所等の許可を自らの責任で取得すること。 

 

5. 利用料金及び指定管理料等 

（１）利用料金（指定管理者の収入） 

条例第１２条の規定により、交流スペースの利用料金は、指定管理者の収入とする。 

※利用料金の額は、条例別表に定める基準額を超えない範囲で、あらかじめ 町長の

承認を受けて指定管理者が定める。 

（２）指定管理料（委託料） 

本施設は収益事業が可能であるため、町から指定管理者への指定管理料は支払わない

（０円とする）。 

（３）納付金（町への提案） 

指定管理者は、収益事業等により得られる利益の一部を「納付金」として町へ納付する

提案を行うことができる。納付金の提案額は選定時の評価対象とする。 

 

6. 応募資格 

次に掲げる要件をすべて満たす法人その他の団体とする（個人での応募は不可）。 

（１）徳島県内に主たる事務所または活動拠点を有すること。 

（２）安定した経営基盤を有し、指定期間中、継続して業務を行うことができること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（４）美波町暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと。 

（５）国税及び地方税を滞納していないこと。 

 

7. 選定方法及び基準 

美波町医療保健センター地域交流ステーション指定管理者選定委員会において、書類審査

及びプレゼンテーション審査を行い、候補者を選定する。 

審査は、「美波町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」第３条に規定

する以下の基準に基づき総合的に行う。 

住民の平等な利

用の確保 
誰にでも開かれた施設運営となっているか。 

施設の効用発揮 

「子どもの居場所」や「多世代交流」の提案内容は具体的かつ効果的

か。 

収益事業（カフェ等）は賑わい創出に寄与するか。 



経営規模及び能

力 

安定した運営ができる財政基盤や人的体制（有資格者等）があるか。 

安全管理、個人情報保護等の体制は十分か。 

その他（納付金

等） 
町への納付金の提案額、地域貢献度など。 

 

8. 募集スケジュール（予定） 

項目 日程 

募集の開始 令和８年１月２６日（月）～ 

質問受付期間 令和８年１月２６日（月）～令和８年２月２７日（金） 

現地説明会 令和８年２月１３日（金） 

申請書類の提出締切 令和８年３月２７日（金）午後５時必着 

選定委員会（審査） 
令和８年４月１３日（火）～令和８年４月１７日（金） 

（予定） 

選定結果通知（仮協定） 令和８年４月下旬（予定） 

指定管理者の指定・協定 

議会の指定議決 
令和８年６月議会（５月２９日開会予定） 

事業開始（本格稼働） 令和８年７月１日（水）～（予定） 

※令和８年４月下旬（予定）から指定管理者としての地位を有するが、６月の議会議決ま

では「仮協定」等の扱いとし、本格的な事業開始（店舗オープン等）は７月以降とする。 

 

 

 

 

 

 



9. 提出書類 

「美波町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」第２条に基づ

き、以下の書類を提出すること。 

（１）指定管理者指定申請書（別記様式（第 2条関係）） 

（２）事業計画書（規則様式第１号） 

子どもの居場所づくり等の具体的な実施計画を含むこと。 

（３）収支予算書（規則様式第２号） 

指定期間３か年の収支計画及び納付金の提案。 

（４）定款、寄附行為、規約等及び登記事項証明書（法人の場合） 

（５）直近事業年度の決算書（貸借対照表、損益計算書等） 

（６）納税証明書 

（７）誓約書（様式別紙 3） 

（８）その他（役員名簿、類似施設の運営実績等） 

 

10. 留意事項 

（１）本募集において指定管理者の候補者が選定されなかった場合、または議会の議決が得

られなかった場合は、本募集に基づく指定は行わない。 

（２）指定管理者は、個人情報の保護に関する法律及び美波町個人情報保護条例を遵守し、

個人情報の漏えい防止等の措置を講じなければならない。 

（３）業務の実施にあたり、美波町情報公開条例の規定に基づき情報公開の対象となる場合

がある。 

 

11. 連絡先及び提出先 

〒７７９－２３９５  

海部郡美波町奥河内字本村１８番地１ 

美波町役場政策推進課 担当：春木 

電話  ０８８４－７７－３６１６ 

ＦＡＸ ０８８４－７７－１６６６ 

電子メール seisakusuishin@minami.i-tokushima.jp 

 


